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政
策
過
程
の
な
か
の
近
代
文
書

-
　
近
代
日
本
文
書
研
究
の
現
在

は

じ

め

に

情
報
公
開
法
(
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
」
平
成
十
一
年
五
月
十
四
日
法
律
第
四
十
二
号
)
に
よ
り
へ
行
政
文

書
・
記
録
は
'
請
求
に
基
づ
き
審
査
を
へ
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
が
原
則

と
な
っ
た
。
ま
た
へ
情
報
公
開
法
第
四
〇
条
に
も
と
づ
-
機
関
と
し
て

も
文
書
館
・
公
文
書
館
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
-
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
情
報
公
開
法
の
制
定
は
、
歴
史
学
・
日
本
近
代
史
(
日
本
近

代
史
に
は
、
い
わ
ゆ
る
日
本
現
代
史
も
含
む
)
に
と
っ
て
も
現
用
記
録
・

文
書
が
恒
常
的
に
歴
史
文
書
化
す
る
こ
と
で
研
究
対
象
が
拡
大
す
る
こ

と
と
な
る
。

一
方
で
、
新
た
な
公
文
書
の
公
開
を
含
め
へ
「
新
資
料
発
掘
」
と
の

報
道
が
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
せ
て
い
る
も
の
の
へ
「
新
資
料
」
の
意
義
・

位
置
付
け
に
「
基
準
」
は
な
い
。
ま
た
へ
報
道
さ
れ
る
「
新
資
料
」
の

池

　

　

聖

　

一

な
か
に
は
、
既
に
、
公
文
書
館
等
で
公
開
さ
れ
て
い
る
史
料
の
l
部
を

(
1
)

評
価
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
す
ら
あ
る
。

ま
た
へ
戦
後
、
日
本
の
歴
史
学
会
を
席
巻
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学

が
日
本
近
代
史
(
現
代
史
)
を
'
彼
等
の
か
つ
て
の
現
在
か
ら
未
来
に

連
続
す
る
も
の
と
し
て
重
要
視
し
て
き
た
た
め
、
往
々
に
し
て
'
新
た

に
発
見
さ
れ
る
歴
史
資
料
は
、
反
体
制
的
な
言
説
を
も
っ
て
語
ら
れ
'

と
も
す
れ
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
対
象
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
近

代
史
は
'
本
来
へ
交
流
が
密
接
で
あ
る
べ
き
政
治
学
・
国
際
政
治
学
に

お
け
る
日
本
政
治
史
・
外
交
史
と
棲
み
分
け
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
日
本
近
代
史
固
有
の
特
性
が
'
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
歴
史
学
と
し
て

の
発
展
を
阻
害
L
へ
公
文
書
館
・
文
書
館
に
お
け
る
近
代
文
書
が
重
要

視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
因
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ソ
連
・
東
欧
の
崩
壊
に
と
も
な
う
冷
戦
の
終
幕
は
、
マ
ル

ク
ス
主
義
史
学
の
現
実
と
未
来
を
喪
失
さ
せ
'
歴
史
教
科
書
問
題
は
へ

そ
の
相
対
化
を
助
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
日
本
近
代
史



研
究
は
'
「
虚
学
」
と
「
実
学
」
の
二
方
向
に
分
裂
し
、
前
者
は
'
文

化
的
多
元
主
義
や
'
「
戦
争
責
任
論
」
お
よ
び
あ
る
種
の
「
社
会
史
」

に
向
か
い
つ
つ
あ
-
、
後
者
は
、
よ
-
実
証
主
義
的
な
研
究
へ
と
向
か

m

い
つ
つ
あ
る
。
筆
者
の
立
場
は
、
後
者
に
あ
り
へ
実
証
の
精
赦
化
に
寄

与
す
る
も
の
と
し
て
'
ま
た
へ
　
将
来
の
歴
史
学
に
寄
与
す
る
も
の
と
し

て
文
書
学
　
(
請
)
　
の
必
要
性
を
考
え
て
い
る
。

こ
の
近
代
文
書
研
究
も
'
現
在
へ
二
つ
の
方
向
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

】e>:

て
い
る
。
一
つ
は
'
近
代
文
書
論
・
文
書
学
を
歴
史
学
　
(
そ
の
も
と
で

の
史
料
学
)
　
の
基
礎
分
野
と
し
て
'
よ
り
実
証
の
精
赦
化
に
貢
献
さ
せ

よ
う
と
す
る
方
向
で
あ
る
。
具
体
的
な
研
究
と
し
て
、
中
野
自
徹
氏
、

・
-
I

西
川
誠
氏
へ
佐
々
木
隆
氏
等
に
よ
る
研
究
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
も
う

l
　
つ
の
方
向
性
が
、
本
稿
で
扱
う
よ
う
な
、
よ
り
現
状
へ
の
理
路
を
も

つ
方
向
性
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
両
者
は
不
即
不
柾
の
関
係
に
あ
る
が
'

研
究
は
'
今
後
へ
よ
-
二
つ
の
方
向
に
分
化
し
て
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
が
対
象
と
す
る
後
者
の
方
向
性
は
、
最
終
的
に
は
、
情
報
公
開
法

(
5
)

の
も
と
で
の
近
代
文
書
・
記
録
の
あ
り
方
の
問
題
と
も
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
'
現
実
へ
の
理
路
を
有
す
る
学
問
と
し
て
文
書

学
　
(
請
)
　
に
つ
い
て
、
第
l
に
、
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
方
向
性
を
持

つ
に
至
る
研
究
状
況
に
つ
い
て
述
べ
へ
第
二
に
、
実
証
主
義
歴
史
学
の

立
場
か
ら
す
る
近
代
文
書
の
分
類
を
行
う
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
政
策

過
程
の
な
か
で
文
書
の
派
生
に
つ
い
て
考
察
し
、
最
後
に
'
現
実
へ
の

理
路
を
有
す
る
方
向
性
と
し
て
の
近
代
文
書
学
の
意
義
に
つ
い
て
明
ら

か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

-
 
t
　
近
代
文
書
学
研
究
の
問
題
点

本
箱
を
執
筆
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
最
も
す
ぐ
れ
た
近
代
文
書
論

研
究
は
、
中
野
目
徹
氏
の
著
書
『
近
代
史
科
学
の
射
程
-
明
治
太
政
官

文
書
研
究
序
説
-
』
　
(
弘
文
堂
、
平
成
十
二
年
八
二
〇
〇
〇
年
)
)
　
で
あ

る
。本

書
の
序
章
で
'
近
代
文
書
論
と
古
文
書
学
と
は
'
異
な
っ
た
存
在

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
古
文
書
学
は
、
考
古
学
等
に
よ
る
歴
史
を
再
現
す

る
多
元
的
な
媒
体
と
方
法
に
よ
-
相
対
化
さ
れ
へ
文
書
館
学
や
記
録
史

科
学
・
記
録
管
理
学
に
よ
っ
て
変
質
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ

し
て
へ
総
合
学
問
領
域
と
し
て
の
史
科
学
の
形
成
に
向
か
い
つ
つ
あ
る

と
さ
れ
る
。
l
方
へ
近
代
文
書
に
つ
い
て
は
へ
類
型
化
に
あ
た
っ
て
近

世
史
料
以
上
に
対
象
は
膨
大
で
あ
り
'
文
書
の
様
式
か
ら
す
る
類
型
化

は
'
各
文
書
ご
と
に
可
能
で
は
あ
る
が
、
体
系
性
を
確
立
す
る
こ
と
は

実
質
的
に
困
難
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
困
難
さ
の
な
か
で
'
類
型
化

の
可
能
性
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
が
、
文
書
館
学
で
あ
り
'
記
録
史
料

学
・
記
録
管
理
論
と
さ
れ
る
。

文
書
館
学
は
'
各
地
の
公
文
書
館
・
文
書
館
の
設
置
が
進
む
過
程
で

「
現
地
保
存
」
が
進
み
、
「
出
所
原
則
」
と
　
「
原
秩
序
尊
重
」
、
文
書

群
・
記
録
群
作
成
母
体
の
組
織
管
理
構
造
と
機
能
の
解
明
へ
と
向
か
っ

て
い
っ
た
。
そ
し
て
へ
　
こ
の
過
程
で
情
報
学
的
な
分
析
視
角
を
取
り
い

れ
'
史
料
の
領
域
を
広
げ
へ
精
敵
化
さ
せ
て
い
き
、
そ
の
記
録
史
科
学

@

の
研
究
領
域
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。



政策過程のなかの近代文書(小池)

こ
れ
に
対
し
て
中
野
自
民
は
、
近
代
史
科
学
の
な
か
の
近
代
文
書
論

と
し
て
、
三
つ
の
視
点
を
可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
第
7
に
'

史
科
学
自
体
を
歴
史
学
共
通
の
基
礎
領
域
と
位
置
付
け
へ
公
文
書
を
中

心
に
構
想
さ
れ
る
「
近
代
史
科
学
」
と
古
文
書
学
と
の
連
続
性
が
指
摘

さ
れ
る
。
そ
し
て
へ
記
録
史
科
学
と
は
'
研
究
対
象
が
違
う
た
め
別
個

の
学
問
体
系
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
際
へ
近
代

史
科
学
は
歴
史
学
者
が
、
記
録
史
料
学
は
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
担
当
す
る

領
域
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
近
代
史
科
学
の
対
象
は
、
研
究
材
料
と

し
て
非
現
用
記
録
に
限
定
さ
れ
る
。
第
三
と
し
て
は
う
近
代
史
科
学
の

方
法
と
し
て
「
原
議
か
ら
う
か
が
え
る
菓
議
制
の
実
態
に
即
し
て
組
織

の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
」
と
し
て
い

(
7
)

る
。こ

の
意
見
に
対
し
'
筆
者
は
、
第
一
の
史
料
学
が
歴
史
学
共
通
の
基

礎
領
域
で
あ
る
と
い
う
点
に
賛
成
で
あ
る
。
ま
た
へ
第
一
二
の
原
議
を
中

心
と
す
る
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
が
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
で
も

一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
日
本
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
は
'
公

的
機
関
の
み
で
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
-
、
往
々
に
し
て
最
も
重
要

な
意
思
決
定
の
　
「
場
」
は
'
私
的
な
関
係
お
よ
び
私
的
な
「
場
」
で
行

わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
公
文
書
だ
け
で
は
'
全
て
の
政
治
過
程
は
理
解

で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
近
代
日
本
の
政
治
過
程
の
解
明
に
は
、
私
文
書

の
重
要
性
が
勝
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
こ
の
た
め
へ
筆
者
は
'
公
文

書
と
私
文
書
と
を
分
け
つ
つ
も
う
近
代
文
書
学
に
お
い
て
は
、
政
策
過

程
分
析
に
お
い
て
同
一
レ
ベ
ル
で
構
想
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
て

:ゥ:

い
る
。
そ
れ
は
'
意
思
決
定
を
考
え
る
場
合
へ
意
思
決
定
者
の
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
ー
や
、
個
人
的
環
境
等
が
重
要
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
現
在

の
公
文
書
館
・
文
書
館
で
は
、
公
文
書
を
中
心
と
す
る
が
ゆ
え
に
へ
私

文
書
を
中
心
と
す
る
個
人
文
書
が
退
蔵
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
　
(
特
に
近

代
文
書
)
。
こ
の
た
め
へ
近
代
・
現
代
の
日
本
政
治
史
や
外
交
史
を
解

明
す
る
時
、
困
難
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
情
報
公
開
法
に
対
応
し
、

私
文
書
(
特
に
政
治
史
を
中
心
と
し
た
)
　
に
関
す
る
中
心
的
な
情
報
・

公
開
機
関
の
設
立
を
期
し
っ
つ
、
公
文
書
と
私
文
書
両
者
を
同
一
レ
ベ

ル
・
政
策
過
程
の
な
か
で
文
書
学
の
枠
組
み
と
し
て
構
想
す
る
必
要
性

が
有
ろ
う
。
さ
ら
に
'
非
現
用
記
録
に
限
る
こ
と
は
'
近
代
史
科
学
を

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
歴
史
学
の
な
か
で
位
置
付
け
る
う
え
で
は
重
要
で
あ
ろ

う
が
、
近
代
史
・
現
代
史
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
そ
れ
自
体
が
'

今
日
的
な
課
題
と
し
て
政
策
研
究
・
政
策
科
学
の
対
象
と
も
な
っ
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
実
際
に
研
究
対
象
と
し
て
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る

か
、
で
き
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
と
は
別
に
へ
非
現
用
記
録
に
限
る
こ

と
な
く
、
全
て
の
公
文
書
を
対
象
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
全
て

の
公
文
書
を
対
象
と
す
る
と
い
っ
て
も
'
現
用
記
録
と
の
兼
ね
あ
い
か

ら
'
三
十
年
を
一
つ
の
目
安
と
す
る
公
開
原
則
の
も
と
で
行
う
必
要
性

が
有
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
と
は
い
え
非
現
用
記
録
を
強
調

す
れ
ば
、
研
究
対
象
を
狭
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
情
報
公
開

請
求
制
度
を
利
用
し
て
現
用
記
録
・
文
書
の
公
開
を
促
進
さ
せ
　
(
厳
密

(
9
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な
資
料
批
判
を
行
い
つ
つ
)
へ
研
究
に
資
す
る
必
要
性
が
有
ろ
う
。

上
記
の
よ
う
に
、
非
現
用
記
録
に
限
る
こ
と
な
-
、
近
代
文
書
学
を

構
想
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
解
明
や
、
新
た
な

政
策
立
案
等
を
行
う
上
で
も
'
近
代
文
書
学
の
も
つ
機
能
論
が
有
効
で



あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
文
書
を
対
象
と
す
る

近
代
文
書
学
は
'
他
面
で
政
策
科
学
分
野
に
お
け
る
「
政
策
情
報
論
」

と
し
て
政
策
過
程
分
析
に
有
用
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
多
元
的
で
複
雑

な
プ
ロ
セ
ス
解
明
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
中
野
目
氏
が
第
l
の
視
点
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
た
、
歴
史

研
究
者
と
ア
-
キ
ビ
イ
ス
ト
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
へ
公
文
書
館
を
中

心
に
構
想
す
る
場
合
、
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
'
前
提
条
件
を
含
め
て

問
題
点
を
二
点
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
に
、
過
渡
的
な
現
状

で
、
歴
史
研
究
者
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
が
往
々
に
し
て
地
方
史
編
纂
等

の
過
程
で
'
同
一
人
物
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二

に
、
近
代
歴
史
資
料
の
生
成
過
程
は
、
歴
史
的
か
つ
政
策
過
程
の
所
産

で
あ
る
。
こ
の
た
め
へ
整
理
と
学
問
的
体
系
論
は
'
内
容
の
吟
味
に
人

ら
ざ
る
を
え
な
い
近
代
文
書
に
お
い
て
両
者
を
峻
別
す
る
こ
と
は
国
難

で
あ
る
。
歴
史
資
料
に
つ
い
て
は
へ
　
そ
の
生
成
過
程
が
歴
史
的
な
機
構

や
個
人
の
環
境
等
の
要
因
に
よ
り
歴
史
学
の
研
究
対
象
と
し
て
共
通
性

が
大
き
い
。
ま
た
、
公
文
書
館
に
お
け
る
非
現
用
記
録
の
　
「
記
録
化
」

の
過
程
で
は
'
廃
棄
文
書
の
選
別
に
お
い
て
政
策
科
学
的
分
析
能
力
(
政

治
学
、
行
政
学
等
)
　
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
筆
者
は
'
近
代
文
書
学
を
次
の
よ
う
に
構
想
し
て
い

る
。
対
象
と
な
る
記
録
・
文
書
は
、
こ
れ
か
ら
歴
史
資
料
化
す
る
現
用

記
録
も
含
ま
れ
る
。
む
し
ろ
、
積
極
的
に
未
来
の
歴
史
学
に
寄
与
す
る

た
め
に
も
'
現
用
記
録
の
非
現
用
記
録
化
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
へ
　
非
現
用
記
録
化
さ
れ
る
過
程
で
'
保
存

す
る
必
要
性
は
'
ま
さ
に
対
象
と
な
る
機
関
の
政
策
過
程
が
理
解
さ
れ
'

そ
れ
を
再
現
で
き
る
原
議
を
中
心
と
す
る
資
料
群
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
二
に
'
政
策
過
程
の
解
明
に
あ
た
っ
て
は
、
意
思
決
定
の
実
態

が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
原
議
を
中
心
と
す

る
公
文
書
の
み
な
ら
ず
へ
政
策
過
程
の
意
思
決
定
を
明
ら
か
に
す
る
私

文
書
　
(
日
記
、
書
簡
等
)
　
も
、
組
み
こ
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
三
に
、
近
代
文
書
学
の
担
い
手
は
'
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
で

は
な
く
へ
記
録
資
料
管
理
論
等
も
含
み
つ
つ
、
歴
史
資
料
そ
れ
自
体
を

含
む
資
料
を
利
用
す
る
諸
研
究
へ
の
過
程
を
理
解
で
き
る
ア
ー
キ
ビ
ス

(S)

ト
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、
近
代
文
書
学
は
、
研
究
者
に

よ
っ
て
体
系
化
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
次
章
で

は
、
近
代
文
章
の
類
型
化
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

2
.
近
代
文
書
の
類
型
化

近
代
文
書
で
最
も
重
要
な
の
は
、
政
策
的
意
恩
決
定
過
程
が
判
明
す

る
原
議
で
あ
る
。
当
然
、
意
思
決
定
に
は
、
レ
ベ
ル
が
存
在
し
'
国
際

機
関
へ
国
家
へ
地
方
公
共
団
体
等
の
公
的
機
関
か
ら
'
企
業
の
意
思
決

(a)

定
文
書
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
近
代
日
本
文
書
に
お
け
る
公
的
機
関
の
文
書
・

記
録
と
当
事
者
の
メ
モ
㍉
書
簡
等
と
を
へ
国
家
意
思
決
定
過
程
を
中
心

に
公
文
書
　
(
行
政
文
書
・
意
思
決
定
文
書
)
　
と
私
文
書
と
に
わ
け
て
概

(
2
)

述
す
る
こ
と
と
す
る
。
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へ
⊥
公
文
尊
へ
意
思
決
定
文
書
)

公
文
書
は
、
そ
れ
を
生
産
し
、
そ
し
て
所
蔵
す
る
公
官
庁
等
の
性
格

に
依
拠
し
て
い
る
。
筆
者
が
主
に
対
象
と
し
て
き
た
外
務
省
文
書
で
は
'

(
3
)

外
務
省
本
省
と
出
先
機
関
と
の
来
往
電
報
中
心
と
な
る
の
に
対
し
て
、

他
の
公
官
庁
で
は
政
策
決
定
過
程
の
文
書
(
法
案
等
)
が
中
心
と
な
る
。

ま
た
,
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
場
合
は
、
住
民
台
帳
や
戸
籍
謄
本
等
が

永
久
保
存
資
料
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
'
歴
史

学
・
政
策
科
学
的
分
析
に
と
っ
て
重
要
な
資
料
と
は
、
政
策
的
意
思
決

定
の
実
態
が
理
解
で
き
る
文
書
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
'
少
々
強
引
だ
が
類
型
化
す
れ
ば
'
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

①
陳
情
・
請
願
、
来
信
・
来
電

政
策
立
案
の
必
要
性
を
も
た
ら
す
文
書
で
あ
る
。
戦
前
期
へ
海
外
で

の
事
件
情
報
等
は
、
在
来
公
館
等
か
ら
の
信
書
あ
る
い
は
電
報
に
よ
り

も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
信
書
(
来
信
)
お
よ
び
電
報
(
来
電
)
は
'
外

務
省
に
お
い
て
は
、
閲
覧
範
囲
が
理
解
で
き
る
決
裁
書
式
同
様
の
サ
イ

ン
(
あ
る
い
は
押
印
)
が
あ
り
へ
本
間
題
の
重
要
度
を
理
解
で
き
る
。

ま
た
,
国
内
で
は
'
陳
情
・
請
願
に
基
づ
-
政
策
立
案
が
な
さ
れ
た
場

合
,
文
書
と
し
て
の
陳
情
・
請
願
は
'
政
策
要
請
文
書
と
し
て
分
類
で

き
よ
う
。
そ
の
際
、
正
本
と
副
本
(
写
)
が
作
成
さ
れ
'
関
係
局
課
な

い
し
他
官
庁
等
に
回
覧
。
多
元
的
な
政
策
要
請
か
ら
立
案
ま
で
の
過
程

に
影
響
を
与
え
た
。
戦
後
、
急
速
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
は
、
膨
大

な
情
報
量
を
テ
レ
ビ
二
フ
ジ
オ
・
新
聞
等
の
多
様
な
媒
体
に
よ
っ
て
瞬

時
に
伝
え
、
政
策
立
案
の
必
要
性
を
認
知
さ
せ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ

ら
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
も
'
基
本
的
に
も
政
策
立
案
の
基
礎
資
料
と
し
て

利
用
さ
れ
る
。
そ
の
他
へ
政
策
を
要
請
す
る
文
書
と
い
う
こ
と
で
は
'

問
題
発
生
を
論
理
的
に
構
成
す
る
う
え
で
調
製
さ
れ
た
各
種
統
計
や
報

告
書
な
i
)
も
、
政
策
要
請
文
書
と
し
て
分
類
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
へ

正
本
は
'
主
管
局
課
作
成
の
記
録
(
簿
冊
)
に
担
当
官
に
よ
り
綴
ら
れ
'

副
本
(
写
)
は
主
管
局
課
の
課
長
の
手
許
に
「
控
」
と
し
て
残
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
副
本
(
写
)
は
'
関
係
局
課
に
代
替
案
作
成
お
よ
び
検
討
材

料
と
し
て
保
管
さ
れ
る
。

㊥
原
議

政
策
・
立
法
の
決
定
過
程
が
、
決
裁
書
式
か
ら
理
解
で
き
る
文
書
で

あ
る
。
縦
書
の
場
合
は
用
築
右
側
に
'
横
書
の
場
合
は
用
葺
上
部
に
'

起
案
か
ら
黄
終
決
裁
者
ま
で
の
決
裁
印
を
押
印
な
い
し
、
サ
イ
ン
を
行

う
場
所
が
設
け
ら
れ
'
実
際
に
決
裁
さ
れ
た
文
書
が
こ
の
原
議
で
あ
る
。

原
議
に
は
、
主
管
局
課
が
明
記
さ
れ
、
担
当
官
-
課
長
-
局
長
-
汰

官
-
大
臣
と
い
っ
た
決
裁
書
式
が
あ
り
へ
ま
た
、
決
裁
の
過
程
で
添
削

さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
重
要
な
資
料
で
あ

り
、
決
裁
書
式
か
ら
政
策
に
関
与
し
た
人
物
を
特
定
L
へ
政
策
立
案
・

決
定
過
程
に
お
け
る
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
。

原
義
に
は
へ
こ
の
過
程
で
削
除
へ
加
筆
へ
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

ま
た
,
付
隻
等
が
つ
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
削
除
へ
加
筆
へ
訂

正
等
が
、
ど
の
過
程
で
行
わ
れ
た
か
を
特
定
で
き
る
な
ら
ば
、
決
裁
さ

れ
た
政
策
の
意
義
を
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
。



し
か
し
'
政
策
立
案
か
ら
決
定
過
程
の
間
で
'
主
管
局
課
作
成
の
文

書
が
全
て
成
案
と
し
て
の
原
議
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
決
裁
過
程
お

よ
び
関
係
局
課
か
ら
の
意
見
等
に
よ
り
へ
廃
案
と
な
る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
案
」
は
、
原
議
に
対
す
る
代
替
案
と
し
て
の
意
味
も
持
っ

て
お
-
、
当
該
期
の
政
策
立
案
・
決
定
の
重
点
等
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
へ
省
議
等
の
議
事
録
も
存
在
す
れ
ば
'
こ
れ
も
政
策
決
定
過
程

を
知
る
重
要
な
文
書
で
あ
り
、
原
議
と
し
て
分
類
可
能
で
あ
ろ
う
。
原

議
は
'
基
本
的
に
主
管
局
課
で
記
録
と
し
て
綴
ら
れ
る
が
'
政
策
過
程

で
責
任
を
分
有
す
る
主
管
局
課
の
局
長
・
課
長
等
も
自
ら
の
決
裁
の
段

階
で
写
を
作
成
し
'
こ
れ
を
手
許
資
料
　
(
「
控
」
)
　
と
し
て
残
す
場
合
が

あ
る
。
こ
の
　
「
写
」
と
原
議
を
比
較
す
れ
ば
'
よ
-
加
筆
、
訂
正
へ
削

除
等
が
ど
の
段
階
で
行
な
わ
れ
た
の
か
を
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
-
の
加
筆
へ
訂
正
へ
削
除
等
が
な
さ
れ
る
原
議
は
'

政
策
過
程
全
般
の
分
析
上
、
最
も
重
要
な
資
料
の
一
つ
で
あ
る
が
、
政

策
過
程
全
般
を
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で

あ
る
。

㊥
「
案
」

こ
こ
で
い
う
「
案
」
と
は
'
政
策
と
し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
、
あ

る
い
は
決
裁
途
中
で
破
棄
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
決
裁
の
有
無
・
あ
-

方
に
よ
り
へ
　
そ
の
文
書
の
重
要
度
を
測
る
要
素
と
な
る
。
ま
た
へ
　
決
裁

さ
れ
た
文
書
と
は
違
う
政
策
的
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
へ

政
策
立
案
が
常
に
単
線
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
多
元
的
な
意
見

の
集
約
点
と
し
て
存
在
し
へ
　
そ
の
意
見
の
偏
在
が
政
策
的
意
思
決
定
に

お
け
る
焦
点
と
、
重
要
度
'
後
に
歴
史
的
分
析
を
行
う
上
で
の
争
点
等

を
明
ら
か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
遂
行
さ
れ
た
政
策
を
評
価
す

る
う
え
で
も
重
要
な
文
書
で
あ
る
。

そ
の
際
、
原
議
と
し
て
政
策
過
程
に
上
程
さ
れ
る
以
前
の
も
の
は
、

政
策
立
案
に
あ
た
っ
て
の
起
案
意
図
を
明
ら
か
に
L
へ
主
管
局
課
内
で

決
裁
途
中
で
廃
案
と
な
っ
た
も
の
ほ
う
主
管
局
課
内
で
の
意
見
の
偏
在

を
表
す
。
ま
た
へ
主
管
以
外
の
関
係
局
課
お
よ
び
他
官
庁
等
で
同
一
問

題
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
「
案
」
は
、
対
案
と
し
て
の
意
味
を
有
L
へ

歴
史
的
に
み
れ
ば
争
点
を
形
成
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
文
書
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
　
「
案
」
は
、
政
策
過
程
に
乗
る
前
段
階
の
も
の
は
、
主
管
局
課

の
担
当
官
　
(
課
長
の
場
合
も
あ
る
)
　
が
有
し
、
政
策
立
案
か
ら
決
定
の

過
程
で
廃
案
と
な
っ
た
場
合
は
'
決
裁
を
し
な
か
っ
た
レ
ベ
ル
の
下
の

段
階
で
「
控
」
と
し
て
保
管
さ
れ
る
。
ま
た
、
関
係
局
課
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
対
案
は
へ
　
そ
の
元
本
が
関
係
局
課
内
で
保
管
さ
れ
'
主
管
局
課

に
「
写
」
が
手
交
さ
れ
た
場
合
、
主
管
局
課
で
保
管
さ
れ
る
。

④
「
写
」

こ
こ
で
い
う
「
写
」
と
は
'
政
策
要
請
文
書
を
複
写
し
て
'
主
管
以

外
の
関
係
局
課
に
配
布
さ
れ
検
討
さ
れ
る
文
書
と
他
官
庁
等
に
伝
達
さ

れ
る
文
書
、
お
よ
び
決
裁
途
中
の
原
議
お
よ
び
原
議
の
複
写
で
あ
る
。

基
本
的
に
「
写
」
　
の
存
在
は
'
菓
議
の
過
程
で
の
同
一
官
庁
内
各
セ

ク
シ
ョ
ン
の
対
立
お
よ
び
関
係
官
庁
間
の
合
意
形
成
過
程
を
示
唆
す

る
。
そ
し
て
、
量
的
に
は
、
関
係
す
る
局
課
お
よ
び
関
係
官
庁
の
数
だ
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け
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
政
策
要
請
文
書
の
場
合
に
は
、
他

官
庁
等
に
伝
達
さ
れ
た
場
合
、
主
管
官
庁
と
は
違
っ
た
権
益
等
か
ら
、

別
の
政
策
を
要
請
す
る
場
合
も
あ
る
。

ま
た
,
「
案
」
の
段
階
で
の
「
写
」
は
'
部
内
・
他
官
庁
で
は
立
案

過
程
で
関
係
局
課
が
主
管
局
課
・
主
管
官
庁
に
影
響
力
を
行
使
す
る
た

め
に
,
検
討
に
資
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
写
」
に
は
'
往
々
に

し
て
,
主
管
官
庁
・
局
課
と
違
う
'
意
見
の
偏
在
を
示
す
加
筆
・
訂

s
血

正
・
削
除
等
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
'
政
策
過
程
に
お
け
る
関
係

局
課
間
お
よ
び
官
庁
間
の
対
立
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
へ
政
策

過
程
に
お
け
る
合
意
成
立
の
理
由
も
明
ら
か
に
す
る
。

戦
後
は
,
コ
ピ
ー
機
の
普
及
に
よ
-
'
「
写
」
が
大
量
に
作
成
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
へ
多
量
の
「
写
」
の
な
か
か
ら
重
要
な

文
書
抽
出
し
,
記
録
と
し
て
編
纂
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
,
重
要
な
文
書
は
'
主
管
課
長
が
手
許
文
書
と
し
て
、
自
ら
の

決
裁
ま
で
の
文
書
を
保
管
す
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
関
係
局
課
で
も
、

課
長
レ
ベ
ル
で
「
控
」
と
し
て
保
管
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

課
長
等
の
手
許
文
書
も
合
わ
せ
て
「
写
」
に
つ
い
て
は
、
加
筆
、
訂
正
へ

削
除
の
事
実
と
,
そ
れ
が
ど
の
段
階
で
な
さ
れ
た
か
を
特
定
し
た
う
え

で
,
記
録
化
(
簿
冊
化
)
に
あ
た
っ
て
整
理
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

⑤
往
電
・
往
信
、
移
牒
・
命
令
等
伝
達
文
書

本
文
書
は
,
政
策
過
程
の
結
果
と
し
て
の
政
策
を
執
行
過
程
の
範
囲

内
で
情
報
を
伝
達
す
る
と
と
も
に
へ
結
果
と
し
て
新
た
な
政
策
要
請
を

要
求
す
る
文
書
と
も
な
り
え
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
,
送
付
先
で
の
加
筆
,
訂
正
,
削
除
等
が
あ
れ
ば
へ
そ
の
政
策

が
実
際
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
へ
執
行
段
階
で
の
「
読
み
替
え
」

「
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
」
等
の
事
実
も
判
明
す
る
。
た
だ
し
へ
決
定
さ
れ
た

公
文
書
に
加
筆
・
修
正
等
の
記
入
を
行
な
っ
た
文
書
が
残
る
こ
と
は
ま

れ
で
あ
る
。

こ
の
点
,
こ
れ
ま
で
の
日
本
近
代
史
で
は
立
法
過
程
を
中
心
に
分
析

が
法
令
の
成
立
で
終
生
い
か
に
執
行
さ
れ
た
か
へ
と
い
う
点
に
無
関

心
で
あ
っ
た
。
特
に
戦
前
を
対
象
と
す
る
日
本
近
代
史
で
は
'
法
令
等

の
制
定
に
よ
り
,
そ
れ
が
中
央
集
権
的
な
官
僚
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
忠

実
に
国
民
に
ま
で
伝
達
さ
れ
,
執
行
さ
れ
た
t
と
い
う
こ
と
が
不
文
律

の
も
と
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
外
務
省
文
書
・
記
録
の
み
な

ら
ず
、
後
述
の
私
文
書
と
照
合
す
れ
ば
、
執
行
を
司
る
者
に
よ
っ
て
、

解
釈
が
加
え
ら
れ
る
場
合
が
多
々
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

(S)

(
2
)
私
文
書

上
記
の
公
文
書
の
み
で
は
'
政
策
過
程
の
基
礎
的
な
部
分
を
理
解
で

き
る
も
の
の
,
立
案
担
当
者
の
意
思
へ
そ
こ
に
加
え
ら
れ
た
修
正
や
決

定
過
程
に
お
け
る
意
思
決
定
権
者
の
苦
心
は
完
全
に
理
解
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
,
そ
こ
に
は
'
政
策
に
関
す
る
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
・

個
性
か
ら
く
る
特
徴
が
読
み
こ
め
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
,
非
公
式
機
関
や
非
公
式
の
「
場
」
に
お
け
る
意
思
決
定
は
'
公
官

庁
等
の
公
文
書
に
は
記
載
さ
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
へ
そ
の
時
外
に
あ
る
。

こ
の
た
め
,
政
策
過
程
の
な
か
で
近
代
文
書
学
を
理
解
す
る
た
め
に
も
'

私
文
書
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。



こ
の
私
文
書
を
類
型
化
す
る
場
合
に
は
へ
そ
の
形
態
に
と
も
な
う
情

報
の
質
・
内
容
か
ら
分
類
が
可
能
で
あ
る
。

①
日
記
・
メ
モ
　
(
覚
書
)

政
策
過
程
に
参
与
し
た
人
物
の
「
日
記
」
「
メ
モ
　
(
覚
書
)
」
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
「
メ
モ
　
(
覚
書
)
」
は
、
限
定
さ
れ
た
事
件
・
事

故
へ
問
題
に
関
す
る
政
策
参
与
者
の
意
思
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
を
端
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
「
メ
モ
」
は
'
政
策
立
案
が
必
要

と
な
っ
た
年
月
日
か
ら
、
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
へ
そ
の
再
現
能
力
は
高

O
)

く
な
る
。
ま
た
、
「
日
記
」
は
、
政
策
過
程
に
参
与
し
た
人
物
の
状
況
へ

心
理
だ
け
で
な
-
、
政
策
志
向
性
を
含
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
政
策
過
程
全
般
に
わ
た
る
多
様
な
情
報
に
加
え
へ
非
公
式
機
関

お
よ
び
場
に
お
け
る
政
策
決
定
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
え
る
重
要
資
料

で
あ
る
。
特
に
'
政
策
が
非
公
式
機
関
や
非
公
式
な
場
で
お
こ
な
わ
れ

た
場
合
へ
政
策
決
定
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
え
る
最
重
要
な
資
料
で
あ

る
。

②
書
簡

書
簡
自
体
の
情
報
内
容
は
'
電
話
の
普
及
に
よ
り
、
そ
の
重
要
度
を

低
め
て
い
-
も
の
の
へ
明
治
・
大
正
期
に
お
い
て
は
'
政
策
決
定
の
実

態
や
政
策
の
み
な
ら
ず
政
治
状
況
全
般
の
情
報
流
通
を
明
ら
か
に
す

(
S

る
。
つ
ま
り
'
政
策
過
程
を
情
報
学
と
し
て
分
析
す
る
場
合
に
も
'
重

要
な
位
置
を
し
め
る
文
書
な
の
で
あ
る
。

③
配
布
文
書

第
三
と
し
て
は
う
政
策
参
与
者
が
持
ち
か
え
っ
た
「
公
文
書
」
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
分
類
と
意
義
は
'
前
述
「
(
-
)
公
文
書
」
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
が
へ
そ
の
政
策
参
与
者
の
履
歴
と
仕
事
に
そ
っ
て
派
生
し
、

ま
た
へ
そ
れ
が
当
事
者
に
と
っ
て
意
義
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
私
蔵
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
'
保
存
に
い
た
っ
た
経
緯
も
含
め
て
資
料
の
持
つ
意
義

が
明
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
私
文
書
」
は
、
そ
の
派
生
の

あ
り
方
に
よ
っ
て
は
'
公
文
書
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
往
々
に

し
て
、
当
事
者
自
身
に
よ
る
注
書
等
が
あ
る
た
め
、
私
文
書
と
し
て
の

(
2
)

意
義
を
強
-
持
つ
も
の
で
あ
る
。

3
t
　
政
策
過
程
の
な
か
の
近
代
文
書

以
上
の
よ
う
な
「
公
文
書
」
と
「
私
文
書
」
に
分
類
し
た
が
へ
こ
れ

が
政
策
過
程
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
、
派
生
す
る
か
に
つ
い
て
国
家
意

思
の
政
策
過
程
を
一
例
に
類
型
化
を
以
下
で
は
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

(
-
)
政
策
立
案
過
程

公
官
庁
を
中
心
と
す
る
政
策
立
案
は
'
次
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
る

こ
と
と
な
る
。

政
策
要
請
1
政
策
立
案
(
担
当
官
1
課
長
1
局
長
1
省
議
1
次
官
1
大

臣
)



政策過程のなかの近代文書(小池)

こ
の
過
程
に
お
け
る
公
文
書
(
原
議
)
は
、
担
当
官
(
或
い
は
課
長
)

が
起
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
起
案
に
際
し
て
、
立
法
過
程
の
場
合
や
'

重
要
な
政
策
立
案
の
場
合
に
は
'
複
数
の
案
が
作
成
さ
れ
る
。
外
務
省

記
録
・
文
書
の
よ
う
に
,
即
時
性
が
必
要
な
電
信
案
等
の
場
合
へ
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
案
は
決
裁
途
中
で
破
棄
さ
れ
た
電
信
案
が
そ
れ
に
相
当

す
る
。
こ
の
過
程
に
あ
っ
て
は
'
関
係
他
官
庁
と
の
調
整
、
戦
後
で
は

特
に
与
党
政
調
会
・
有
力
政
治
家
へ
の
根
回
し
等
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

予
算
措
置
を
と
も
な
う
場
合
は
、
大
蔵
省
(
現
在
は
財
務
省
)
主
計
官

等
に
打
診
を
基
本
的
に
主
管
課
長
が
中
心
と
な
っ
て
お
こ
な
う
。

こ
の
政
策
立
案
の
過
程
は
'
公
文
書
で
は
各
案
の
訂
正
・
加
筆
・
削

除
で
理
解
で
き
る
。
そ
の
方
法
は
'
各
種
案
に
直
接
加
筆
等
が
さ
れ
る

場
合
,
メ
モ
書
の
添
付
(
ク
リ
ッ
プ
等
)
へ
付
隻
が
つ
け
ら
れ
る
場
合

等
が
あ
る
。
し
か
し
へ
そ
の
加
筆
・
訂
正
等
は
日
本
の
場
合
へ
使
用
す

る
ペ
ン
の
色
を
変
え
る
等
の
行
為
を
行
な
っ
て
い
な
い
た
め
へ
ど
の
段

階
で
な
さ
れ
た
も
の
か
明
確
に
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
即
時
性
を
重

視
す
る
外
務
省
文
書
に
お
い
て
は
う
ど
の
段
階
で
行
な
わ
れ
た
か
が
筆

跡
か
ら
判
明
す
る
も
の
の
、
外
務
省
以
外
の
国
内
官
庁
等
で
は
'
判
ら

な
い
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
理
由
は
'
起
案
責
任
を
主
管
課
長

が
担
い
,
主
管
課
内
で
集
団
的
に
起
案
を
行
な
う
こ
と
が
多
い
た
め
で

あ
る
。
こ
の
過
程
で
は
'
上
記
の
よ
う
に
'
調
整
・
根
回
し
等
が
行
な

わ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
担
当
官
の
メ
モ
等
が
添
付
さ
れ
て
記
録
と
し
て

級
-
込
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
が
'
公
文
書
に
お
い
て
添
付
等
さ
れ
て
い

る
場
合
は
稀
で
あ
る
。

こ
れ
は
記
録
の
生
成
過
程
に
も
起
因
す
る
。
各
局
課
等
で
作
成
さ
れ

る
公
文
書
を
そ
の
ま
ま
収
蔵
す
る
場
合
は
、
主
管
課
の
記
録
「
原
議
」

が
対
象
と
な
る
。
し
か
し
'
往
々
に
し
て
異
論
や
問
題
点
の
指
摘
等
は
'

関
係
局
課
か
ら
な
さ
れ
、
「
原
議
」
と
同
時
期
に
回
付
さ
れ
た
「
写
」

に
意
見
が
記
入
さ
れ
る
。
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
意
見
の
相
違
は
'
主

管
局
課
と
関
係
局
課
と
の
間
で
行
な
わ
れ
る
が
そ
の
多
-
が
口
頭
で
行

な
わ
れ
る
た
め
,
多
-
の
場
合
、
資
料
と
し
て
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
外
務
省
記
録
の
場
合
は
'
戦
前
期
へ
文
書
課
記
録
斑
に
収
蔵

さ
れ
る
際
,
関
係
局
課
の
記
録
と
も
あ
わ
せ
記
録
を
再
編
す
る
た
め
(
編

慕
)
,
意
見
の
相
違
が
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
他
官
庁
に
主
管
官
庁
の
「
写
」
が
存
在
し
'
そ
れ
に
加
筆
・

訂
正
等
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
戦
前
期
の
場
合
へ
外
務
省
文

書
に
つ
い
て
は
、
陸
軍
省
・
海
軍
省
・
元
老
等
に
も
浄
書
の
う
え
へ
回

付
さ
れ
て
お
り
へ
こ
れ
に
対
す
る
意
見
と
対
応
す
る
政
策
立
案
過
程
を

(S)

理
解
で
き
る
場
合
も
あ
る
。
中
央
か
ら
地
方
に
通
牒
さ
れ
る
場
合
に

ち
,
本
文
の
「
写
」
が
添
付
さ
れ
る
な
ど
L
へ
こ
れ
に
対
す
る
意
見
と
(
2
0
)

対
応
す
る
政
策
立
案
が
な
さ
れ
る
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
し
て
,
関
係
局
課
お
よ
び
基
本
的
に
関
係
他
官
庁
と
の
間
で
基
本

ラ
イ
ン
で
合
意
が
形
成
さ
れ
た
と
き
へ
立
法
過
程
や
重
要
政
策
の
場
合
、

3
矧
E

省
議
が
開
催
さ
れ
,
そ
こ
で
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
省
議
の
模
様
は
、
議

事
録
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
少
な
-
、
閣
議
請
議
案
等
の
加
筆
・
訂

正
等
と
サ
イ
ン
(
決
裁
)
に
よ
っ
て
合
意
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
。
そ
の
う
え
で
'
大
臣
の
決
裁
を
へ
て
次
官
会
議
・
閣
議
等
の

政
策
決
定
過
程
へ
と
昇
華
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
過
程
か
ら
'
次
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
ま
ず
へ
第
一



に
'
成
案
と
な
っ
た
政
策
(
原
議
)
　
の
過
程
は
、
原
議
そ
の
も
の
へ
の

加
筆
・
訂
正
・
削
除
等
か
ら
立
案
過
程
が
理
解
で
き
る
。
第
二
に
へ
し

か
し
へ
政
策
立
案
に
あ
た
っ
て
の
異
論
や
対
案
の
存
在
は
'
「
写
」
や
'

関
係
局
課
お
よ
び
関
係
他
官
庁
の
公
文
書
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

第
三
に
'
政
策
立
案
に
あ
た
っ
て
の
起
案
意
図
・
認
識
、
お
よ
び
口
頭

で
な
さ
れ
た
関
係
局
課
お
よ
び
関
係
他
官
庁
等
と
の
合
意
形
成
過
程
に

つ
い
て
は
、
当
事
者
の
日
記
お
よ
び
メ
モ
等
に
依
存
す
る
　
(
「
日
記
」

「
手
記
」
「
メ
モ
」
「
手
帳
」
等
の
形
態
を
持
つ
)
0

こ
の
た
め
、
政
策
過
程
を
完
全
に
再
現
す
る
た
め
に
は
、
「
原
議
」

を
中
心
と
し
な
が
ら
も
へ
そ
の
対
案
お
よ
び
関
係
の
メ
モ
へ
当
事
者
の

日
記
等
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
戦
後
へ
関
係
者
の
存
在

か
ら
日
記
等
の
公
開
が
困
難
な
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
を
補
い
、
政
策
過

程
に
お
け
る
当
事
者
の
意
図
と
、
合
意
形
成
の
実
態
に
迫
る
も
の
と
し

】聯E

て
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
方
法
が
有
効
で
あ
る
。

(
2
)
　
政
策
決
定
過
程

政
策
決
定
過
程
は
'
立
案
過
程
と
同
じ
-
多
様
で
あ
る
。
対
象
と
な

る
政
策
に
と
も
な
い
参
加
す
る
ア
ク
タ
ー
が
異
な
り
、
ま
た
へ
時
間
軸

に
と
も
な
う
政
策
決
定
方
法
の
変
化
が
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
戦
前
と
戦
後
に
分
け
て
政
策
決
定
過
程
に
お

け
る
文
書
の
あ
-
方
に
つ
い
て
概
述
す
る
。

①
戦
前

閣
議
請
議
1
閣
議
決
定
1
上
奏
・
裁
可
1
政
令
と
し
て
執
行
丁
主
管
官
庁
一

10

〓

元
老
の
合
意

閣
僚
へ
の
根
回
し

1
一
条
約
案
等
一
枢
密
院
で
の
審
議
・
決
定
1
上
奏
・
#
可
1
実
施
・
執
行

1
一
予
算
案
等
一
議
会
へ
回
付
・
審
議
・
決
定
1
上
奏
・
裁
可
1
実
施
・
執
行

㊥
戦
後

次
官
会
議
一
閣
議
講
議
案
の
決
善
1
閣
議
決
定
1
政
令
と
し
て
執
行
で
主
管
官
庁
～

1

　

↑

1
一
立
法
・
予
算
一
国
会
壷
議
・
決
定
一
委
員
会
1
本
会
議
一
1
実
施
・
執
行

1　「

自
民
党
(
与
党
一
政
調
1
合
意
形
成
・
1
1
一
各
部
会
一
・
線
務
会
　
幹
事
長

上
記
「
①
戦
前
」
の
政
策
決
定
過
程
で
は
'
「
(
1
)
政
策
立
案
過
程
」

で
作
成
さ
れ
た
閣
議
請
議
が
閣
議
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
成
案
と
な
る
過

程
で
あ
る
。
明
治
憲
法
体
制
下
で
は
、
閣
議
決
定
が
そ
の
ま
ま
完
全
な

国
家
意
思
と
な
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。
国
務
大
臣
と
し
て
の
輔
弼
責

任
を
個
別
に
天
皇
に
対
し
て
有
す
る
各
大
臣
に
と
っ
て
、
閣
議
は
行
政

長
官
と
し
て
関
係
各
官
庁
と
の
最
後
の
合
意
形
成
の
場
で
あ
り
、
内
閣

の
一
員
と
し
て
の
責
任
を
持
つ
も
の
の
、
最
終
的
な
責
任
は
天
皇
と
の

(
2
3
)

関
係
に
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
た
め
国
家
意
思
最
高
決
定
機
関
は
、
平
時
に
お
い
て
は
内
閣
で

あ
っ
た
が
、
天
皇
の
諮
問
機
関
で
あ
る
枢
密
院
へ
統
帥
権
を
有
す
る
参

謀
本
部
・
海
軍
軍
令
部
　
(
事
令
部
)
　
と
と
も
に
分
立
L
t
　
戦
時
に
お
い
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て
は
大
本
営
が
国
家
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
l

次
大
戦
後
,
戦
争
形
態
が
総
力
戦
と
な
っ
た
結
果
、
日
中
戦
争
開
始
後
へ

大
本
営
が
設
置
さ
れ
る
と
国
務
と
統
帥
の
一
致
(
政
戦
略
の
一
致
)
が

必
要
と
な
り
,
内
閣
と
大
本
営
と
の
間
で
大
本
営
政
府
連
絡
懇
談
会
お

よ
び
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
が
設
置
さ
れ
(
日
英
米
戦
開
始
後
の
小
磯

内
閣
で
最
高
戦
争
指
導
会
議
)
へ
そ
の
う
え
の
璽
還
恩
決
定
機
関
と
し

(
n
)

て
御
前
会
議
が
位
置
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
過
程
で
多
-
の
文
書
が
作
成
さ
れ
る
が
、
中
心
と
な
る
の
は
う

や
は
り
閣
議
請
議
か
ら
閣
議
決
定
(
閣
議
諒
解
)
に
い
た
る
公
文
書
で

薗mE

あ
る
。
両
者
の
偏
差
に
よ
り
へ
閣
議
に
お
け
る
問
題
点
が
理
解
さ
れ
る

が
、
具
体
的
な
対
立
と
そ
の
収
束
に
い
た
る
過
程
は
理
解
で
き
な
い
。

し
か
し
、
議
事
録
が
な
い
と
さ
れ
る
閣
議
(
内
閣
書
記
官
長
に
よ
る
メ

モ
は
あ
る
と
さ
れ
る
)
で
、
国
家
意
思
決
定
過
程
で
あ
る
閣
議
内
容
を

知
る
に
は
,
参
加
閣
僚
等
の
日
記
へ
あ
る
い
は
内
容
を
記
し
た
書
簡
等

に
頼
る
こ
と
と
な
る
。
戦
前
の
場
合
は
'
閣
議
決
定
だ
け
で
国
家
的
意

思
決
定
と
な
っ
た
わ
け
で
な
く
条
約
等
に
つ
い
て
は
枢
密
院
で
の
議

事
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
枢
密
院
で
の
議
事
に
つ
い
て

(
8
)

は
、
議
事
録
が
存
在
し
、
議
事
内
容
を
理
解
で
き
る
。
ま
た
へ
日
中
戦

争
後
に
設
置
さ
れ
た
御
前
会
議
へ
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
へ
最
高
戦
争

指
導
会
議
等
に
つ
い
て
は
、
参
謀
本
部
第
二
十
班
作
成
の
議
事
録
等
が

・t{.,

存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
'
閣
議
請
議
か
ら
閣
議
に
い
た
る
過
程
で
の

元
老
等
と
の
間
の
合
意
形
成
へ
関
係
閣
僚
間
で
の
最
終
的
合
意
等
に
つ

い
て
も
,
日
記
、
書
簡
等
の
私
文
書
の
情
報
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

枢
密
院
で
の
議
事
に
つ
い
て
も
'
舞
台
裏
で
の
駆
け
引
き
等
に
つ
い
て

Jr=,

は
、
参
加
者
の
日
記
等
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
最
終
的
に
,
天
皇
に
上
奏
L
へ
裁
可
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
が
'

こ
れ
に
つ
い
て
も
,
多
-
を
日
記
等
の
私
文
書
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
が
実
情
で
あ
る
。

戦
後
に
お
い
て
は
、
戦
前
が
天
皇
の
「
輔
弼
」
事
項
で
あ
っ
た
も
の

が
,
議
会
制
民
主
主
義
の
採
用
に
よ
-
基
本
的
に
議
会
に
お
け
る
多
数

(
2
)

が
国
家
苦
心
決
定
に
と
っ
て
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
。
政
策
決
定
過
程

は
、
立
案
過
程
同
様
,
政
府
-
与
党
間
で
の
合
意
形
成
を
必
要
と
し
へ

与
党
内
で
多
数
を
占
め
な
い
政
府
・
内
閣
に
お
い
て
は
'
与
党
と
の
調

整
の
た
め
複
雑
な
過
程
を
へ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も

公
文
書
で
は
な
く
,
日
記
等
の
私
文
書
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
政

(s:

党
文
書
も
一
部
公
開
さ
れ
て
い
る
が
'
政
策
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
文

書
は
少
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
'
政
策
立
案
過
程
同
様
、
当
事
者

に
よ
る
日
記
等
の
私
文
書
お
よ
び
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
依
存
す

(s;

る
こ
と
と
な
る
。
な
お
,
外
交
政
策
に
つ
い
て
は
へ
日
本
の
み
な
ら
ず

相
手
国
の
公
文
書
等
に
も
依
拠
す
る
こ
と
と
な
る
。

(
3
)
政
策
実
施
・
執
行
過
程

近
代
日
本
史
研
究
に
お
い
て
政
策
過
程
お
よ
び
政
治
過
程
研
究
の
中

心
は
,
政
策
決
定
過
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
'
暗
黙
の
う

ち
に
,
決
定
さ
れ
た
政
策
が
そ
の
ま
ま
実
施
・
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
外
交
政
策
な
ど
で
は
、
出
先
機
関
に
よ
る

「
読
み
替
え
」
「
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
」
等
が
起
こ
る
。
ま
た
へ
「
読
み
替
え
」

で
な
く
と
も
、
執
行
過
程
で
自
ら
の
組
織
に
対
応
し
て
解
釈
を
付
加
す

ill



る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
え
る
。
政
策
実
施
・
執
行
過
程
に
つ
い
て
は
へ

政
策
評
価
が
重
要
な
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
へ
重
要
な
研
究
対
象

と
な
る
だ
ろ
う
が
、
日
本
近
代
史
で
は
未
開
発
な
分
野
で
あ
る
と
い
え

る
。
こ
の
政
策
実
施
・
執
行
過
程
に
は
'
中
央
官
庁
か
ら
地
方
公
共
団

体
等
へ
の
移
牒
も
含
め
て
お
-
'
文
書
と
し
て
は
「
写
」
で
あ
り
閑
却

さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
'
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
新
た
な
政
策
を
要
請

す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
文
部
省
(
文
部

科
学
省
)
　
か
ら
国
立
大
学
へ
の
移
牒
等
は
'
同
省
が
指
導
・
助
言
機
関

で
あ
る
た
め
へ
命
令
の
形
態
を
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
'
多
-
の
政

策
立
案
は
へ
　
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う

(
m
)

ま
で
も
な
い
。

上
記
の
政
策
実
施
・
執
行
過
程
と
は
次
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

政
策
決
定
事
項
1
主
管
官
庁
1
(
移
牒
・
伝
達
)
　
1
出
先
機
関
・
地
方

公
共
団
体
等
1
国
民
1
政
策
評
価

こ
の
過
程
は
、
政
策
決
定
文
書
が
浄
書
さ
れ
、
浄
書
さ
れ
た
も
の
が

主
管
官
庁
よ
-
出
先
機
関
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
に
移
牒
・
伝
達
さ
れ

る
。
こ
の
過
程
で
'
政
策
決
定
文
書
に
付
属
し
て
主
管
官
庁
で
作
成
さ

れ
た
施
行
細
則
も
作
成
さ
れ
て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
実

際
に
実
施
・
執
行
す
る
の
で
あ
る
が
'
施
行
細
則
を
出
先
機
関
で
新
た

に
作
成
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
'
外
交
政
策
の
場
合
へ
　
「
読
み
替

え
」
「
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
」
等
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
で
は
判
明
し
な
い
。

こ
の
点
も
'
私
文
書
で
あ
る
日
記
等
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

近
代
文
書
は
、
政
策
過
程
の
な
か
で
、
そ
の
多
-
が
位
置
付
け
う
る

と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
へ
巨
視
的
に
み
れ
ば
'
他
に
多
-
の
文
書

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
'
そ
れ
を
保
存

す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
準
は
、
歴
史
的
時
間
が
決
定
的
な
要
因
で
あ
り
、

(fol

現
在
に
お
け
る
重
要
度
を
必
要
と
し
な
い
領
域
な
の
で
あ
る
。

上
記
の
分
類
・
類
型
化
は
、
政
策
過
程
論
か
ら
す
る
文
書
(
後
の
史

料
)
　
の
発
生
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
後
の
記
録
化
(
文
書
の
編

慕
)
　
お
よ
び
廃
棄
・
文
書
館
等
へ
の
移
管
・
保
存
に
つ
い
て
は
紙
幅
の

関
係
も
あ
り
、
具
体
的
に
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
'
上
記
の
よ

う
な
文
書
の
発
生
状
況
は
、
そ
れ
が
記
録
化
さ
れ
る
部
局
お
よ
び
個
人

の
特
定
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
政
策
過
程
に
準
拠
す
る

な
ら
ば
、
記
録
の
搾
り
方
そ
の
も
の
が
違
っ
て
く
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

政
策
過
程
に
準
拠
し
て
問
題
ご
と
に
記
録
(
簿
冊
)
　
を
作
成
す
る
な
ら

ば
'
現
状
で
は
'
明
ら
か
で
な
い
他
部
局
や
他
の
公
官
庁
と
の
交
渉
・

折
衝
が
明
確
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
へ
政
策
立
案
段
階
で
は
、
主
管
官

庁
等
内
で
の
意
見
の
相
違
・
対
立
関
係
が
明
ら
か
と
な
り
へ
多
様
な
「
案
」

の
な
か
か
ら
、
決
定
文
書
(
本
稿
で
は
'
閣
議
講
議
が
相
当
す
る
)
　
が

合
理
的
に
選
択
さ
れ
た
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程

は
'
公
務
に
従
事
し
た
主
管
局
課
の
担
当
者
(
起
案
者
)
、
主
管
課
の

課
長
(
起
案
責
任
者
)
へ
主
管
局
長
、
省
議
へ
次
官
、
大
臣
と
い
う
各

レ
ベ
ル
で
作
成
さ
れ
た
メ
モ
・
日
記
等
が
公
文
書
の
原
案
か
ら
成
案
ま

VI
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で
を
説
明
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る

(
記
録
化
の
過
程
で
会
議
や
他
部
局
ら
と
の
交
渉
・
折
衝
等
の
メ
モ
は

綴
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
嘉
、
日
記
等
は
'
個
人
で
所
蔵
さ
れ

る
が
,
後
に
収
集
の
対
象
と
な
ろ
う
)
0

結
果
,
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
記
録
は
、
政
策
立
案
に
お

け
る
先
例
と
な
り
,
後
の
政
策
立
案
に
お
け
る
コ
ス
・
1
を
著
し
く
下
げ

る
こ
と
と
な
る
。
と
同
時
に
へ
残
す
べ
き
記
録
・
文
書
が
明
確
と
な
り

(
新
規
事
業
を
中
心
と
し
へ
新
た
な
政
策
立
案
を
必
要
と
し
た
場
合
が

こ
れ
に
相
当
す
る
)
,
記
録
・
文
書
の
移
管
・
廃
棄
と
い
う
業
務
の
合

理
化
に
つ
な
が
り
、
移
管
を
受
け
た
文
書
館
は
'
公
官
庁
に
お
け
る
シ

ン
ク
タ
ン
ク
的
な
役
目
を
も
担
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
'
文

書
館
業
務
の
対
象
を
非
現
用
記
録
か
ら
'
現
用
記
録
へ
と
拡
大
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
文
書
管
理
機
関
と
し
て
の
文
書
館
の
公
官
庁
に
お
け
る
重

要
性
と
こ
れ
に
と
も
な
う
地
位
向
上
が
は
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
は
,
現
用
記
録
と
非
現
用
記
録
が
混
在
す
る
記
録
・
文
書
群
を
有
す

る
現
行
の
公
官
庁
に
と
っ
て
も
'
合
理
的
な
管
理
体
制
と
言
え
る
の
で

(S)

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
的
な
意
味
を
持
っ
た
文
書
館
は
'
各
公
官

庁
が
お
こ
な
っ
た
諸
政
策
に
つ
い
て
歴
史
的
に
分
析
す
る
が
、
政
策
過

程
分
析
は
、
他
の
国
内
公
官
庁
の
み
な
ら
ず
、
広
-
他
国
の
政
策
と
の

(
3
5
)

比
較
を
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
へ
歴
史
学
的
な
知
見
を
マ
ク
ロ
的

に
導
入
す
れ
ば
,
当
該
機
関
の
個
性
・
特
性
を
明
ら
か
に
L
へ
固
有
の

'.・f..

「
文
化
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註
(
-
)

:
g
河

I
t
-
.
)

文
書
館
側
に
と
っ
て
は
「
宣
伝
」
と
な
る
が
、
実
態
は
研
究
者
に
よ

る
「
再
評
価
」
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
既
存
史
料
の
再
評
価
よ
り
'
新

た
な
史
実
を
発
見
に
つ
な
が
る
「
新
資
料
」
の
発
見
の
ほ
う
が
重
視
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
公
文
書
利

用
よ
り
も
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
や
外
務
省
外
交
史
料
館
の

ほ
う
が
利
用
頻
度
が
高
い
。
新
た
な
「
発
見
」
を
も
と
め
て
'
ア
メ
リ

カ
の
国
立
公
文
書
館
に
多
く
の
日
本
人
研
究
者
が
集
ま
る
の
も
同
じ
理

由
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
現
象
は
、
戦
後
、
日
本
に
お
け
る
公
文

書
公
開
が
質
・
量
と
も
貧
弱
で
あ
る
こ
と
が
最
大
の
原
因
で
は
あ
る
が
。

「
日
本
近
代
史
学
の
「
現
在
」
-
歴
史
学
の
総
合
性
と
「
境
界
」
に
関

す
る
一
考
察
」
古
島
幹
雄
・
市
橋
勝
・
小
池
聖
一
編
『
「
境
界
」
概
念
を

巡
る
学
際
的
研
究
』
(
二
〇
〇
〇
年
三
月
)
参
照
。

近
代
史
料
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
へ
既
に
二
十
年
も
前
に
へ
松

尾
正
人
氏
が
近
現
代
史
料
研
究
の
方
向
性
を
、
史
料
学
的
基
礎
を
確
立

し
よ
う
と
す
る
視
点
と
,
近
現
代
史
料
の
整
理
・
保
存
を
行
う
う
え
で

の
文
書
学
的
研
究
と
い
う
二
つ
の
視
点
を
提
示
し
て
い
た
(
松
尾
正
人

「
文
献
解
題
」
『
日
本
古
文
書
学
講
座
』
第
l
O
巻
へ
近
代
編
Ⅲ
へ
雄
山

閣
出
飯
,
一
九
八
〇
年
)
。
し
か
し
'
そ
の
後
は
'
史
料
学
の
下
位
分
野

と
し
て
の
文
書
学
(
請
)
と
、
史
料
管
理
学
・
記
録
管
理
論
と
し
て
の

一
一
つ
の
方
向
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
(
鈴
江
英
l
　
「
第
l
O
章
　
近
現

代
史
料
論
の
形
成
と
課
題
」
『
近
現
代
史
料
の
管
理
と
史
料
認
識
』
北
海

道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
一
〇
〇
二
年
へ
参
照
)
0

(
4
)
　
拙
稿
「
『
塑
弼
』
の
文
書
学
的
一
考
察
～
芦
田
内
閣
期
へ
政
令
第
二
〇

一
号
の
制
定
・
執
行
過
程
を
一
例
に
1
『
日
本
歴
史
』
(
第
六
二
八
号
、

二
〇
〇
〇
年
九
月
)
も
ふ
-
め
'
中
野
目
「
内
閣
記
録
局
小
史
」
・
西
川
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「
カ
ガ
ミ
の
成
立
」
・
佐
々
木
「
近
代
私
文
書
論
序
説
」
と
合
わ
せ
て

『
日
本
歴
史
』
第
六
二
八
号
で
、
「
特
集
近
代
文
書
論
」
の
特
集
を
行
っ

て
い
る
。
ま
た
、
占
領
期
研
究
に
お
け
る
荒
敬
氏
の
研
究
も
重
要
な
成

果
で
あ
る
　
(
荒
敬
「
第
四
章
　
G
H
Q
資
料
の
管
理
部
局
と
資
料
解
読
」

『
日
本
占
領
史
研
究
序
説
』
柏
書
房
へ
一
九
九
四
年
)
0

(
5
)
　
情
報
公
開
法
制
定
に
と
も
な
う
状
況
に
つ
い
て
筆
者
は
'
次
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
る
。

ま
ず
、
記
録
・
文
書
の
原
則
的
公
開
が
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
の
へ
公
的
機
関
の
対
応
は
、
過
去
の
情
報
の
整
理
・
公
開
へ
む

か
う
よ
り
、
現
用
記
録
と
非
現
用
記
録
を
厳
密
に
分
類
し
'
文
書
保
存

規
程
に
と
も
な
う
保
存
年
限
で
非
現
用
記
録
・
文
書
を
処
分
す
る
傾
向

に
あ
る
　
(
反
面
へ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
政
府
機
関
の
審
議
記
録

等
の
情
報
公
開
は
、
飛
躍
的
に
進
ん
で
い
る
。
こ
の
た
め
、
現
状
分
析

系
の
研
究
環
境
は
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
)
。
そ
し
て
へ
公
開
も
現
局
で
逐

次
的
に
請
求
に
伴
っ
て
公
開
す
る
と
い
う
個
別
対
応
を
中
心
に
行
う
場

合
が
多
い
。
残
念
な
が
ら
へ
県
単
位
で
公
文
書
館
や
文
書
館
が
設
立
さ

れ
て
い
る
が
、
多
-
は
う
　
現
局
と
の
間
で
廃
棄
規
程
を
設
け
て
'
こ
れ

ら
の
機
関
が
歴
史
的
に
重
要
な
資
料
を
整
理
・
保
存
す
る
と
い
う
傾
向

は
あ
る
も
の
の
へ
公
開
に
は
至
っ
て
い
な
い
場
合
も
多
い
。
移
管
さ
れ

た
資
料
に
つ
い
て
も
、
文
書
保
存
規
程
に
と
も
な
い
機
械
的
に
移
管
さ

れ
た
も
の
で
あ
-
、
現
局
が
有
す
る
最
重
要
の
意
思
決
定
文
書
が
現
局

に
と
ど
め
お
-
か
廃
棄
さ
れ
、
公
開
機
関
に
移
管
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ

り
,
つ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ
て
い
る
理
由
は
、
第
一
に
へ
資
料
を
保
存

す
る
部
局
が
公
的
機
関
の
な
か
で
発
言
力
を
持
た
な
い
場
合
が
多
い
こ

と
で
あ
る
。
日
本
の
公
的
機
関
へ
特
に
中
央
官
庁
等
の
場
合
へ
先
例
に

相
当
す
る
記
録
・
文
書
は
、
新
し
い
政
策
の
正
当
性
を
理
由
づ
け
る
た

め
に
利
用
さ
れ
る
場
合
と
'
前
例
踏
襲
主
義
の
名
の
も
と
に
、
継
続
的

に
採
用
さ
れ
る
政
策
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、

今
日
の
中
央
官
庁
等
で
は
日
々
の
政
策
立
案
が
重
要
で
あ
り
'
政
策
決

定
に
お
け
る
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
図
る
た
め
に
過
去
の
先
例
を
必
要
と
し

て
い
る
も
の
の
へ
　
こ
の
よ
う
な
文
書
・
記
録
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
最

も
重
要
な
原
議
で
あ
る
必
要
は
無
く
へ
　
「
写
」
　
で
十
分
で
あ
る
。
ま
た
へ

具
体
的
な
内
容
や
政
策
決
定
の
経
緯
が
分
か
ら
ず
と
も
良
い
場
合
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
行
政
改
革
に
よ
り
仕
事
量
が
増
え
へ
企

画
立
案
機
能
に
特
化
し
っ
つ
あ
る
中
央
官
庁
で
は
'
資
料
の
整
理
・
保

存
と
い
う
業
務
は
重
要
祝
さ
れ
な
い
。
ま
た
へ
常
に
更
新
さ
れ
る
現
状

に
追
わ
れ
る
彼
等
官
僚
に
と
っ
て
は
'
む
し
ろ
必
要
で
な
い
と
理
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
自
ら
の
政
策
立
案
に
誇
-
を
持
ち
へ
記
録
・

文
書
を
個
人
的
に
保
存
す
る
官
僚
も
多
か
っ
た
が
'
現
在
の
中
央
官
庁

等
の
官
僚
は
継
承
さ
れ
る
政
策
立
案
上
の
経
験
則
が
重
要
で
あ
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
の
記
録
・
文
書
を
有
す
る
こ
と
に
意
義
を
持
た
な
い
者

が
多
い
。
さ
ら
に
、
上
級
職
を
中
心
に
約
三
年
で
部
署
を
替
わ
る
た
め
へ

専
門
的
知
識
が
個
人
や
部
局
ご
と
に
蓄
積
さ
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

以
上
の
状
況
に
よ
り
、
政
策
は
蓄
積
さ
れ
ず
、
立
案
は
経
験
則
で
展
開

さ
れ
'
合
理
的
選
択
の
よ
う
に
み
え
て
も
、
そ
の
実
、
先
例
で
あ
り
'

増
分
主
義
的
な
選
択
で
も
良
か
っ
た
、
な
ど
と
い
う
場
合
も
あ
り
、
政

策
立
案
に
コ
ス
ト
が
か
か
る
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。も

ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
へ
　
日
本
の
官
僚
が
公
的
な
記
録
・
文
書
を
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政策過程のなかの近代文書(小池)

大
切
に
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

敗
戦
に
あ
た
っ
て
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
な
く
、
記
録
・
文

書
を
焼
却
し
た
歴
史
を
日
本
の
公
官
庁
は
持
っ
て
い
る
。
ま
た
へ
戦
前

か
ら
今
に
至
る
ま
で
へ
政
策
が
執
行
さ
れ
た
あ
と
の
文
書
は
重
要
視
さ

れ
て
は
い
な
い
。
外
務
省
で
も
'
大
臣
決
裁
の
訓
令
電
報
で
あ
っ
て
も
'

打
電
後
は
す
べ
て
「
カ
ラ
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
で
も
理
解
で
き
よ
う
。

第
二
に
,
情
報
公
開
を
求
め
る
側
の
問
題
で
あ
る
。
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン

運
動
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
市
民
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
情
報
公
開
請
求
は
、

多
く
が
「
食
糧
費
」
問
題
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
行
政
支
出
の
不
正
追

求
に
み
ら
れ
る
体
制
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
と
し
て
行
使
さ
れ
る
。
そ
こ

で
は
,
「
食
糧
費
」
の
内
実
が
重
要
で
あ
り
'
ま
た
へ
こ
れ
に
と
も
な
う

責
任
追
求
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
'
「
食
糧
費
」
問
題
を
県
な
ら
県
政
全

体
の
政
策
的
分
析
と
し
て
位
置
付
け
け
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

く
,
個
別
的
な
摘
発
に
よ
る
責
任
論
が
中
心
と
な
る
。
結
果
、
市
民
グ

ル
ー
プ
と
「
責
任
」
追
求
を
回
避
し
ょ
う
と
す
る
公
的
機
関
と
の
間
で

公
開
・
非
公
開
を
め
ぐ
る
輿
=
こ
が
つ
づ
-
こ
と
と
な
り
、
情
報
の

公
開
そ
れ
自
体
が
萎
縮
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
(
ま
た
、
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
運
動
者
に
,
後
述
の
歴
史
資
料
と
し
て
の
保
存
・
公
開
の
重
要
性

と
い
う
視
点
は
な
い
)
。
ま
た
、
最
近
、
l
部
の
県
で
は
、
知
事
の
指
導

の
も
と
で
企
業
会
計
の
導
入
な
ど
を
行
う
と
共
に
'
積
極
的
に
情
報
公

開
す
る
と
こ
ろ
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
公
開
さ
れ
た
資
料
の
分

析
を
通
じ
て
,
市
民
の
側
が
代
替
案
を
提
示
し
た
と
い
う
実
例
を
余
-

開
か
な
い
。
中
央
で
は
'
経
団
連
(
民
僚
)
等
に
よ
る
政
策
立
案
が
、

政
府
案
の
代
替
あ
る
い
は
政
府
案
と
し
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
が
,
地
方
レ
ベ
ル
で
は
、
公
開
さ
れ
る
情
報
を
分
析
で
き
る

シ
ン
ク
タ
ン
ク
機
能
を
大
学
も
含
め
て
持
っ
て
い
な
い
の
が
実
態
で
あ

る
。
な
お
,
大
学
(
特
に
地
方
国
立
大
学
)
が
シ
ン
ク
タ
ン
ク
機
能
を

も
っ
て
い
な
い
理
由
は
、
大
学
全
体
の
機
能
が
基
礎
科
学
に
重
点
を
置

い
て
い
る
こ
と
と
'
大
学
の
社
会
科
学
が
実
学
的
な
政
策
科
学
で
は
な

く
,
既
得
権
益
化
し
た
講
座
制
の
弊
害
を
受
け
つ
つ
、
現
実
対
応
能
力

を
著
し
く
失
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
領
域
が
ポ
ス
ト
の
多
く
を
占
め

て
い
る
こ
と
も
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
へ
こ
の
よ
う
な

状
況
を
歴
史
学
も
'
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
玲
外
と
し
て
放
置
し
て
き
た
の

で
あ
る
(
黒
板
勝
美
著
『
国
史
の
研
究
』
一
九
〇
八
年
へ
文
会
堂
)
。
第

三
と
し
て
は
,
本
書
が
扱
う
'
資
料
を
政
策
過
程
論
か
ら
分
類
的
に
重

要
度
を
理
解
す
る
視
点
や
'
資
料
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
が
、
利
用
す

る
研
究
者
の
側
に
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(
6
)
　
大
勝
修
「
史
料
と
記
録
史
科
学
」
『
記
録
と
史
料
』
創
刊
号
へ
一
九
九

〇
年
。
な
お
,
こ
の
方
向
は
'
史
料
の
内
容
情
報
解
明
で
は
な
い
記
録

史
料
管
理
論
の
研
究
方
向
を
し
め
L
へ
近
代
史
料
を
今
後
の
課
題
と
し

つ
つ
,
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
)
安
藤
正
人
著
『
記
録
史
料
学

と
現
代
』
吉
川
弘
文
館
、
l
九
九
八
年
。
鈴
江
栄
l
著
『
近
現
代
史
料

の
管
理
と
史
料
認
識
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
へ
一
一
〇
〇
二
年
。
ま

た
,
記
録
の
評
価
・
選
別
に
つ
い
て
は
、
安
藤
福
平
「
公
文
書
の
管
理
・

移
管
・
価
値
選
別
に
つ
い
て
」
『
広
島
県
立
文
書
館
紀
要
』
(
第
五
号
へ

平
成
十
一
一
年
)
お
よ
び
同
「
評
価
選
別
論
の
課
題
」
『
広
島
県
立
文
書
館

紀
要
』
　
(
第
五
号
、
平
成
十
一
二
年
)
参
照
。

(
7
)
　
中
野
目
前
掲
書
へ
十
三
頁
。

(
8
)
　
具
体
的
な
成
果
と
し
て
は
'
筆
者
も
関
与
し
て
い
る
近
代
日
本
史
料

研
究
会
が
あ
る
(
『
日
本
近
代
資
料
情
報
機
関
設
立
の
具
体
化
に
関
す
る
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研
究
』
二
〇
〇
一
年
三
月
、
平
成
十
一
・
十
二
年
度
科
学
研
究
費
(
塞

盤
研
究
B
)
研
究
成
果
報
告
書
へ
平
成
十
三
・
十
四
年
度
『
日
本
近
代

史
料
情
報
機
関
設
立
の
総
括
的
か
つ
細
目
に
関
す
る
研
究
』
(
基
盤
研
究

B
)
、
代
表
へ
政
策
研
究
大
学
院
大
学
教
授
伊
藤
隆
)
0

(
9
)
　
こ
の
よ
う
な
情
報
公
開
請
求
制
度
に
も
と
づ
く
歴
史
文
書
の
公
開
と

し
て
'
外
務
省
が
、
平
成
十
四
年
九
月
十
七
日
に
'
敗
戦
直
後
の
昭
和

二
十
年
九
月
二
十
七
日
に
行
な
わ
れ
た
昭
和
天
皇
と
連
合
国
総
司
令
官

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
と
の
第
1
回
会
見
の
公
式
記
録
を
公
開
し
た
こ
と

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

(
S
)
　
三
上
昭
美
「
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
文
書
館
」
『
中
央
史
学
』
第
十
六
巻
へ

一
九
九
三
年
三
月
。
公
文
書
館
に
お
け
る
専
門
職
員
の
養
成
及
び
資
格

制
度
に
関
す
る
研
究
会
編
『
公
文
書
館
に
お
け
る
専
門
職
員
の
養
成
及

び
資
格
制
度
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
』
　
l
九
九
三
年
六
月
二
十
l
日
。

(
3
)
　
本
論
で
は
'
国
家
意
思
決
定
過
程
を
一
例
と
し
た
が
'
そ
れ
が
史
料

の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
企
業
に
し
て
も
社
会
性
を

有
し
て
お
り
へ
個
々
に
そ
の
存
在
証
明
を
か
け
た
史
料
の
整
理
・
保
存

が
必
要
で
あ
る
。

(
ほ
)
　
な
お
'
公
文
書
を
中
心
と
す
る
具
体
的
な
分
析
に
つ
い
て
は
へ
拙
稿

「
外
務
省
文
書
・
外
務
省
記
録
の
生
成
過
程
-
外
務
省
文
書
の
文
書
学

的
一
試
論
-
」
『
日
本
歴
史
』
第
五
八
四
号
、
一
九
九
七
年
一
月
。
「
『
閣

議
』
　
の
文
書
学
的
1
考
察
～
芦
田
内
閣
期
、
政
令
第
二
〇
l
号
の
制
定
・

執
行
過
程
を
1
例
に
～
」
『
日
本
歴
史
』
第
六
二
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
九

月
。
「
文
書
か
ら
見
た
広
島
大
学
の
政
策
過
程
」
『
広
島
大
学
史
紀
要
』

第
四
号
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
。
「
広
島
大
学
所
蔵
『
森
戸
辰
男
関
係
文
書
』

解
題
」
『
森
戸
辰
男
関
係
文
書
目
録
』
森
戸
文
書
研
究
会
編
、
広
島
大

学
・
桧
下
視
聴
覚
教
育
研
究
財
団
へ
二
〇
〇
二
年
九
月
へ
等
参
照
。

(
2
)
　
前
掲
註
「
外
務
省
文
書
・
外
務
省
記
録
の
生
成
過
程
-
外
務
省
文
書

の
文
書
学
的
l
試
論
I
」

(
E
)
　
拙
稿
「
「
昭
和
期
」
外
務
省
文
書
に
お
け
る
「
写
」
の
態
様
I
近
代
文

書
学
事
始
め
I
」
『
N
E
W
S
L
E
T
T
E
R
(
近
現
代
東
北
ア
ジ
ア
地
域
史
研

究
会
)
』
第
八
号
、
1
九
九
六
年
十
二
月
へ
参
照
。

(
E
)
　
日
本
近
代
史
に
お
け
る
私
文
書
論
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
隆
「
近
代

私
文
書
論
序
説
-
署
名
表
現
に
み
る
政
治
的
関
係
-
」
『
日
本
歴
史
』
(
第

六
二
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
)
　
お
よ
び
同
「
近
代
私
文
書
論
覚
え
書

～
宛
名
表
現
に
み
る
政
治
的
関
係
-
」
　
『
年
報
　
近
代
日
本
研
究
』
　
(
第

十
二
号
、
山
川
出
版
社
へ
一
九
九
〇
年
)
参
照
。
本
稿
は
'
政
策
過
程

論
か
ら
私
文
書
を
位
置
付
け
た
が
、
私
文
書
そ
れ
自
体
に
様
式
と
機
能

の
両
面
で
'
近
代
文
書
学
の
発
展
を
可
能
に
す
る
意
義
と
意
味
を
有
し

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
佐
々
木
氏
の
研
究
が
政
策
過

程
か
ら
政
治
過
程
に
昇
華
さ
せ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

(
S
)
　
拙
稿
「
(
史
料
紹
介
)
外
務
省
記
録
と
「
重
光
英
関
係
文
書
」
に
つ
い

て
」
　
『
外
交
史
料
館
報
』
第
七
号
へ
一
九
九
四
年
三
月
へ
参
照
。

(
5
)
　
佐
々
木
隆
著
『
伊
藤
博
文
の
情
報
戦
略
I
藩
閥
政
治
家
た
ち
の
攻
防

-
』
中
公
新
書
へ
一
九
九
九
年
。
同
「
明
治
時
代
の
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
O
)
　
　
(
ォ
)
　
『
東
京
大
学
新
聞
研
究
所
紀
要
』
一
九

八
四
～
六
年
。

(
2
)
　
「
解
題
」
『
森
戸
辰
男
関
係
文
書
　
片
山
こ
戸
田
政
権
下
「
閣
議
」
関

係
文
書
』
丸
善
株
式
会
社
(
マ
イ
ク
ロ
版
集
成
)
　
二
〇
〇
〇
年
十
月
へ

お
よ
び
前
掲
『
森
戸
辰
男
関
係
文
書
目
録
』
参
照
。

(
S
)
　
前
掲
註
　
C
3
)
c
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へ
2
0
)
　
拙
稿
「
通
商
貿
易
情
報
の
伝
達
～
大
正
九
・
十
年
の
大
阪
を
7
例
に

～
」
『
外
交
史
料
館
報
』
第
八
号
(
平
成
七
年
三
月
)
を
参
照
。
こ
こ
で

は
'
通
商
貿
易
情
報
が
外
務
省
か
ら
'
国
内
官
庁
で
あ
る
農
商
務
省
を

へ
て
地
方
公
共
団
体
に
、
そ
し
て
へ
地
方
公
共
団
体
(
府
県
1
市
町
村

等
)
か
ら
当
業
者
か
ら
に
伝
達
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
業
者
か
ら
の
意

見
等
が
同
じ
経
路
を
通
じ
て
流
れ
る
と
い
う
、
双
方
向
性
を
有
し
て
い

る
こ
と
を
実
証
し
た
。

(
S
)
　
省
議
に
参
加
で
き
る
の
は
'
大
臣
・
次
官
・
官
房
長
へ
各
局
長
お
よ

び
大
臣
官
房
の
課
長
で
あ
る
が
'
大
臣
お
よ
び
政
務
次
官
等
は
参
加
す

る
こ
と
は
少
な
く
、
基
本
的
に
次
官
(
事
務
次
官
)
以
下
で
構
成
さ
れ

る
。
他
に
、
主
管
課
の
課
長
が
説
明
の
た
め
に
参
加
す
る
場
合
が
あ
る
。

御
厨
貴
著
『
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
二
年
。

筆
者
も
'
政
策
研
究
大
学
院
大
学
に
お
け
る
C
O
E
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
戦

後
文
教
政
策
の
見
な
お
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
・
に
参
加
し
'
こ
れ
ま
で
へ

松
野
頼
三
元
衆
議
院
議
員
へ
天
城
勲
元
文
部
次
官
、
木
田
宏
元
文
部
次

官
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
行
な
い
へ
現
在
、
西
田
亀
久
夫
元
文

部
審
議
官
へ
藤
波
孝
生
代
議
士
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
行
な
っ

て
い
る
。
他
に
現
在
'
竹
下
虎
之
助
元
広
島
県
知
事
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
を
行
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
'
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に

よ
る
知
見
に
も
多
く
を
依
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
へ
公
文
書
の
う
ち
明
治
憲
法
(
大
日
本
帝
国
憲
法
)
　
の
制

定
過
程
に
つ
い
て
は
も
伊
藤
博
文
に
よ
る
「
秘
書
類
纂
」
と
い
う
形
で

編
纂
・
記
録
化
の
う
え
で
宮
中
で
保
管
し
て
い
る
。
こ
の
『
秘
書
類
纂
』

に
つ
い
て
は
、
現
在
へ
宮
内
庁
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

(
a
)
　
日
中
戦
争
開
始
に
と
も
な
う
大
本
営
設
置
後
の
国
家
意
思
決
定
機
関

(
-
o
¥

の
変
遷
と
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
は
へ
佐
藤
元
英

「
解
題
　
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
お
け
る
政
戦
両
略
国
策
決
定
」
佐

藤
元
英
編
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
政
策
決
定
文
書
』
　
(
原
書
房
、
二
〇

〇
l
年
)
参
照
。

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
公
文
別
録
』
等
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

国
立
公
文
書
館
所
蔵
。
『
枢
密
院
会
議
議
事
録
』
と
し
て
東
京
大
学
出

版
会
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

御
前
会
議
に
関
す
る
文
書
と
し
て
は
'
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
図
書
館

所
蔵
『
戦
争
指
導
・
重
要
国
策
文
書
』
、
同
『
大
本
営
機
密
戦
争
日
誌
』
、

お
よ
び
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
『
ポ
ツ
ダ
ム
軍
一
一
l
ロ
受
諾
関
係
l
件
』
へ

同
『
大
東
亜
戦
争
関
係
　
開
戦
二
直
接
関
係
ア
ル
重
要
国
策
決
定
文

書
』
、
同
『
大
東
亜
戦
争
関
係
　
開
戦
関
係
重
要
事
項
集
』
へ
参
謀
本
部

編
『
杉
山
メ
モ
I
大
本
営
・
政
府
連
絡
会
議
筆
記
-
』
　
(
原
書
房
、
l
九

六
七
年
)
へ
参
謀
本
部
所
蔵
『
敗
戦
の
記
録
』
(
原
書
房
へ
一
九
六
七
年
)

が
あ
る
。
大
本
営
政
府
連
絡
懇
談
会
・
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
に
つ
い

て
は
、
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
『
重
要
国
策
綴
』
へ
同
前
『
大

本
営
機
密
戦
争
日
誌
』
、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
『
大
東
亜
戦
争
関
係

戦
時
中
ノ
重
要
国
策
決
定
文
書
』
お
よ
び
参
謀
本
部
編
『
杉
山
メ
モ
ー

大
本
営
・
政
府
連
絡
会
議
筆
記
-
』
が
、
最
高
戦
争
指
導
会
議
・
最
高

戦
争
指
導
会
議
構
成
員
会
議
に
つ
い
て
は
へ
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
図
書

館
所
蔵
『
重
要
国
策
綴
』
、
同
前
『
大
本
営
機
密
戦
争
日
誌
』
へ
参
謀
本

部
所
蔵
『
敗
戦
の
記
録
』
へ
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
『
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

受
諾
関
係
一
件
』
等
が
存
在
し
て
い
る
。
詳
し
-
は
、
前
傾
'
佐
藤
解

題
を
参
照
。

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
等
が
代
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表
的
な
史
料
で
あ
る
。

御
厨
貴
「
『
帝
国
』
日
本
の
解
体
と
『
民
主
』
日
本
の
形
成
」
中
村
政

則
他
編
『
占
領
と
改
革
』
　
(
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
)
　
お
よ
び
'
武
田

知
己
「
第
二
章
　
生
涯
と
論
点
の
抽
出
」
　
『
重
光
葵
と
戦
後
政
治
』
　
(
普

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
)
　
参
照
。
し
か
し
、
占
領
期
に
つ
い
て
は
、

連
合
国
に
よ
る
間
接
統
治
下
に
あ
る
た
め
、
閣
議
が
最
高
国
家
意
思
決

定
機
関
と
な
ら
ず
'
政
府
の
上
位
機
関
と
し
て
o
w
o
l
・
連
合
国
最
高

司
令
部
(
本
国
間
お
よ
び
G
H
Q
内
部
の
政
治
過
程
を
含
む
)
　
が
あ
り
、

両
者
間
の
交
渉
過
程
お
よ
び
G
H
Q
に
よ
る
指
令
・
指
導
関
係
が
存
在

し
て
い
る
。
な
お
へ
占
領
期
に
お
け
る
閣
議
の
態
様
に
つ
い
て
は
へ
前

傾
拙
稿
「
『
閣
議
』
　
の
文
書
学
的
一
考
察
～
芦
田
内
閣
期
、
政
令
第
二
〇

1
号
の
制
定
・
執
行
過
程
を
1
例
に
～
」
参
照
。

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
新
自
由
ク
ラ
ブ
関
係
文
書
』
お
よ
び
同
『
浅

沼
稲
次
郎
関
係
文
書
』
等
。

(
=
)
　
前
指
　
'
i
l
l
-

拙
稿
「
文
書
か
ら
見
た
広
島
大
学
の
政
策
過
程
」
『
広
島
大
学
史
紀
要
』

第
四
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
へ
参
照
。

I
c
o
,
1
　
こ
の
歴
史
的
時
間
を
強
調
す
れ
ば
'
史
料
の
保
存
は
、
a
l
l
o
r
n
o
t
h
i
n
g

と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
収
集
の
対
象
も
、
公
文
書
館
法
や
情
報
公

開
法
の
中
心
た
る
べ
き
近
代
以
降
の
文
書
か
ら
、
「
古
」
文
書
と
な
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。

(
…
望
　
情
報
公
開
法
に
お
い
て
保
存
の
対
象
と
な
る
「
行
政
文
書
」
は
、
「
行

政
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
へ
図
画
及
び

電
磁
的
記
録
　
(
電
子
的
方
式
へ
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
)
」
と

規
定
さ
れ
て
い
る
　
(
第
二
条
第
二
項
)
。
こ
の
規
定
を
「
情
報
公
開
法
要

綱
案
」
で
は
'
「
作
成
又
は
取
得
に
関
与
し
た
職
員
個
人
の
段
階
の
も
の

で
は
な
-
、
組
織
と
し
て
の
共
用
文
書
の
実
質
を
備
え
た
状
態
へ
　
す
な

わ
ち
へ
当
該
行
政
機
関
の
組
織
に
お
い
て
業
務
上
必
要
な
も
の
と
し
て

利
用
・
保
存
さ
れ
て
い
る
状
態
の
も
の
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
へ

職
員
が
自
己
の
執
務
の
便
宜
の
た
め
に
保
有
す
る
正
式
文
書
と
重
複
す

る
当
該
文
書
の
写
し
や
職
貞
の
個
人
的
な
検
討
段
階
に
と
ど
ま
る
資
料

等
は
'
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
こ
と
と
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規

定
を
遵
守
す
れ
ば
'
政
策
過
程
の
全
容
は
'
情
報
公
開
か
ら
導
か
れ
る

「
行
政
文
書
」
で
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
「
行
政
文

書
の
管
理
方
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」
(
平
成
十
一
一
年
一
一

月
二
十
五
日
へ
各
省
庁
事
務
連
絡
会
議
申
合
せ
)
　
の
　
(
留
意
事
項
)
　
八
街

政
文
書
の
保
存
期
間
)
第
四
項
で
は
「
同
一
の
行
政
文
書
が
複
数
存
在

す
る
場
合
又
は
原
本
の
ほ
か
に
コ
ピ
ー
が
行
政
文
書
と
し
て
存
在
す
る

場
合
に
、
正
本
・
原
本
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
へ
　
「
行
政
文
書
」
に
該

当
す
る
限
り
適
正
に
管
理
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
さ
れ
へ
行
政
機
関
内

部
に
お
い
て
適
切
な
調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
」
。
こ
の

項
E
E
E
は
、
本
来
へ
正
本
・
原
本
以
外
の
「
行
政
文
書
」
　
の
廃
棄
期
間
短

縮
が
可
能
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
が
'
「
適
切
な
調
整
」
　
の
解
釈
に

ょ
っ
て
は
う
政
策
過
程
に
そ
っ
て
「
写
」
等
も
「
行
政
文
書
」
と
し
て

保
存
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
同
様
に
'
文
部
科
学
省
で
は
'
「
起
案

前
の
文
書
で
あ
っ
て
も
'
組
織
に
お
い
て
業
務
上
必
要
な
も
の
と
し
て

保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
は
除
-
」
と
あ
-
'
本
文
解
釈
の
重
点
が
「
組

織
」
　
に
お
か
れ
'
こ
れ
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
「
職
員
個
人
」
が
置

か
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
上
記
の
政
策
過
程
の
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必
要
性
が
、
前
例
研
究
と
し
て
必
要
と
の
組
織
的
合
意
が
で
き
れ
ば
'

「
写
」
や
起
案
前
の
メ
モ
な
ど
も
、
情
報
公
開
法
の
範
囲
内
で
の
保
存

が
可
能
で
あ
ろ
う
(
「
文
部
科
学
省
に
お
け
る
行
政
文
書
の
開
示
決
定
等

に
係
る
審
査
基
準
」
第
1
5
2
へ
(
4
)
へ
平
成
十
三
年
一
二
月
十
五
日
、

文
部
科
学
省
事
務
次
官
決
定
)
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
文
部
科
学
省
で

は
、
「
組
織
的
に
用
い
る
も
の
」
の
範
囲
外
に
、
「
備
忘
録
」
を
明
記
し

て
お
り
(
「
文
部
科
学
省
に
お
け
る
行
政
文
書
の
開
示
決
定
等
に
係
る
審

査
基
準
」
第
1
、
2
、
(
4
)
、
平
成
十
三
年
三
月
十
五
日
、
文
部
科
学

省
事
務
次
官
決
定
)
、
私
文
書
に
つ
い
て
は
へ
情
報
公
開
法
第
四
〇
条
機

関
だ
け
で
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
す
る
近
代
日
本
史
料
に
関
す
る

情
報
機
関
の
設
置
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
翌
　
廃
棄
・
移
管
・
保
存
そ
し
て
公
開
は
'
記
録
管
理
論
(
学
)
の
範
鳴

で
は
あ
る
(
前
傾
安
藤
著
書
お
よ
び
鈴
江
著
書
を
参
照
)
。
し
か
し
、
本

稿
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
よ
聖
文
書
学
・
史
料
学
と
の
重
な
る
部
分

が
多
く
な
り
へ
ま
た
へ
政
策
科
学
的
な
知
見
も
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
t
よ
り
学
際
的
か
つ
総
合
的
な
研
究
分
野
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。上

述
の
よ
う
に
現
状
の
情
報
公
開
法
か
ら
導
か
れ
る
文
書
管
理
機
関

と
し
て
の
文
書
館
は
'
政
策
過
程
が
再
現
で
き
る
公
文
書
を
中
心
に
'

私
文
書
に
つ
い
て
は
も
そ
の
政
策
過
程
の
再
現
に
寄
与
す
る
文
書
を
収

集
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
基
本
の
上
に
'
膨
大
な
量
と

な
る
国
家
意
思
決
定
レ
ベ
ル
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
国
立
公
文

書
館
が
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
へ
同
館
の
業
務
を
近
代
公
文
書
を
中
心

に
整
理
・
保
管
・
公
開
さ
せ
、
私
文
書
に
つ
い
て
は
へ
各
地
の
文
書
館

と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
を
有
し
た
セ
ン
タ
ー
的
機
関
を
別
途
設
置
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
近
准
以
前
の
歴
史
文
書
に
つ

い
て
は
へ
公
文
書
館
の
内
閣
文
庫
も
含
め
て
史
料
館
(
歴
史
史
料
館
へ

歴
史
博
物
館
等
)
と
し
て
地
域
の
郷
土
資
料
館
、
大
学
等
と
研
究
・
情

報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
た
機
関
を
別
置
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
(
ま
た
、
現
地
保
存
に
よ
る
ネ
ッ
・
L
ワ
ー
ク
化
で
対
応
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
龍
野
直
樹
「
地
域
資
料
保
存
事
業
へ
の
思
考
と
試
行
」
『
和
歌

山
県
立
文
書
館
紀
要
』
第
六
号
、
平
成
十
三
年
三
月
)
。
な
お
へ
筆
者
の

文
書
館
設
計
に
つ
い
て
は
へ
拙
稿
「
独
立
行
政
法
人
下
の
大
学
公
文
書

館
」
『
九
州
大
学
大
学
史
料
室
ニ
ュ
ー
ス
』
第
十
七
号
へ
二
〇
〇
l
年
一
二

月
,
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
'
大
潰
徹
也
「
公
文
書
館
の
責
務
と
課

題
」
、
お
よ
び
森
下
祥
子
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」
『
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
』
　
(
第
九
号
、
二
〇
〇
二
年
七
月
)
参
照
。

(
広
島
大
学
総
合
科
学
部
)
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Modern Historical Documents within the Progress of Strategical Change

current research of Japanese modern historical documents-

Seuchi Koike

The law of opening records to the public made it possible to use contemporary documents historical

sources and widely enlarged the field of Japanese modern historical stories. Further, as laid down by

paragraph 4 0f the low of opening record, ∬chives have to be established. As the research of docu-

ments is becoming more positively, it helps to verify facts and to show the logical historical develop-

merit from past to present.

This report is focused on the present. First, I intended to analyze the history of research up to now.

As a second step, I classified the modern Japanese historical documents from the point of view of em-

pineal historical science. Third, I considered on the creation of this documents within the progress

of strategical change. As a result, many of the modern historical records could be placed correctly on

the background of strategical development succeeding m registering the documents in comparison

with the flow of strategical change. We could rationalize business work like recording, transfer or

abolition of documents. Authorized archives also could contribute as a SINK TANK for government

institutions. Analyzing the strategies of one government institution it would help to compare them

with strategies of another government institution or even with strategies of foreign countries. Intro-

ducing historical view in a macro field. We intend to make clear the identity and peculiar character

of our institution.

近代中国政治史研究及文弔史料

-以中華民国吋期力対象-

金子肇

近10年来,在我国的中国近代史研究領域,収集和利用中国文弔史料的机会有了五

着増加。由此,在本次報告中,電者仇'f史料的活用"的視点出炭,以中華民国吋期的政治

史研究力対象,粟焦最能体現活用文弔史料之効果的対政策決定道程的分軌以此展升対

校。

不泣,淡到文弔史料,人イIl容易把視銭集中干中国及台湾各地的楢案館所蔵楢案史料

上。而突阪上,瓜政府公撮及報紙英文献中把握一定数量的文弔史料也是可能的。在某些

場合,甚至逐能仇撮紙史料中柄玖属干地方政府級別的各部局rRl的来往文も此外,我イIl

述必須考慮到一点,法就是在渉及二十世紀一十年代至四十年代的整十中年民国日寸期,或

者是在横跨所有的多祥化分析対象日寸,我イロ是否加有能移充分使用楢案史料的杯境。由此,

在本次撮告中,電着首先利用能移瓜公報及撮妖美文献中把纏的文弔,探封了対政策決定

辻程的分析能解法到何神程度的同題。然后,依据在探村中被萌玖的同題和局限所在,刺

1
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